
 

藤沢市法人立保育所特別経常費補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，藤沢市内において認可保育施設を設置運営する法人（以下「法人」と

いう。）に対し，事業に要する経費を補助することにより，経営安定化及び入所児童の

処遇の向上に資するため，藤沢市法人立保育所特別経常費補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付することについて，藤沢市補助金交付規則（昭和３５年藤沢市規則第１１

号）及びこの要綱に基づき，予算の範囲内において補助金を交付するものとする。 

 

（補助の対象） 

第２条 補助金の交付の対象は，法人が，藤沢市保育所整備計画（ガイドライン）に基づく

施設整備（修繕を含む。以下同じ。）又は設備整備をするために，独立行政法人福祉医

療機構，年金福祉事業団又は神奈川県社会福祉協議会から借り入れた資金の約定返済元

金とする。 

  

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は，次の第１号及び第２号の規定により算出し，補助対象経費限度額は

第３号に規定する。 

（１）当該年度約定返済元金は，同一工事等（設備整備を含む。）に係る借入金の約定返済

元金が複数となる場合は，その合計額とする。ただし，借入金償還一部免除決定がある

場合は，約定返済元金の合計額から当該免除額を控除した額とする。 

（２）補助金の額は，次の表に掲げる算出方法により算出した額とする。 

借入契約の年度 補助額の算出方法 

平成４年度から平成２２年度までの借

入契約にかかる借入金（創設等の場合） 

当該年度約定返済元金合計額 

×３／４ 

平成４年度から平成２２年度までの借

入契約にかかる借入金 

（施設整備等及び設備整備の場合） 

当該年度約定返済元金合計額 

補助対象経費限度額 

×          ×３／４ 

  借入金元金全額 

平成２３年度以降の借入契約にかかる

借入金（創設等の場合） 

当該年度約定返済元金合計額 

×３／８ 

平成２３年度以降の借入契約にかかる

借入金 

（施設整備等及び設備整備の場合） 

当該年度約定返済元金合計額 

補助対象経費限度額 

×          ×３／８ 

  借入金元金全額 

 



（３）補助対象経費限度額は，次の表に掲げるとおりとする。 

施設整備

等の場合 

総事業費(補助金等がある場合は，総事業費からそれらを控除した額) 

から１００万円を控除した額と借入金を比較して少ない方の額 

設備整備 

の場合 

備品(１品の購入価格が５０万円以上の場合を対象とする。)の購入価

格(２品以上の場合はその合計額)と借入金を比較して少ない方の額 

 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１，０００円未満の端数がある場合は，その端

数を切り捨てるものとする。 

 

（補助事業の範囲） 

第４条 藤沢市保育所整備計画（ガイドライン）に基づく施設整備及び設備整備は，独立行

政法人福祉医療機構，年金福祉事業団又は神奈川県社会福祉協議会からの借入時における

事業計画に含まれている事業とし，その範囲は次の表に掲げるとおりとする。 

対象工事 整備内容 

 施設整備  

 創設 新たに施設を建設すること。 

 増築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。 

 増改築 既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をすると

ともに既存施設の改築整備（一部改築を含む。）をするこ

と。 

 改築 既存定員の現在定員の増員を行わないで改築整備（一部改

築を含む。）をすること。 

 内装改修（賃借型） 新たに施設を賃借し、内装を保育基準に改修すること。 

 

 

設備整備・更新 

（大規模修繕等） 

既存施設について，平成２０年６月１２日雇児発第０６１

２００２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「次世

代支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱い

について」による整備をすること。 

地震防災上倒壊等の危険性のある建物の耐震化又は津波対

策として高台への移転を図るため，改築又は補強等の整備

を行う事業においては，既存施設の耐震補強のために必要

な補強改修工事や当該工事と併せて付帯設備の改造等を行

う次の整備をすること。 

① 給排水設備，電気設備，ガス設備，冷暖房設備，消防用

設備等付帯設備の改造工事 

② その他必要と認められる上記に準ずる工事 

 

（補助金交付申請手続） 

第５条 補助金の交付を受けようとする法人は，藤沢市法人立保育所特別経常費補助金交付



申請書（第１号様式）に関係書類を添えて，市長が別に定める日までに提出しなければ

ならない。 

２ 前項の補助金交付申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）設置認可について認可された旨の通知又は変更について受理された旨の通知の写し 

（２）補助金に係る施設整備及び設備整備に要した費用の領収書の写し 

（３）借入金償還計画書の写し 

 

（補助金交付決定） 

第６条 前条の規定により，補助金交付の申請があった場合は，審査のうえ，適当と認める

ものについては，藤沢市法人立保育所特別経常費補助金交付決定通知書（第２号様式）

により通知する。 

 

（変更交付申請） 

第７条 補助金の交付決定を受けた法人は，既に交付の決定を受けた補助金の額に変更が生

じる場合は，藤沢市法人立保育所特別経常費補助金変更交付申請書（第３号様式）に必

要書類を添えて，速やかに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定により申請があった場合は，審査のうえ，適当と認めるものについ

て，藤沢市法人立保育所特別経常費補助金変更交付決定通知書（第４号様式）により通

知する。 

 

（補助金の交付時期） 

第８条 補助金の交付時期は，第６条の規定により交付決定した年度の，次の各号に定める

月とする。ただし，市長が必要と認めたときは，この限りではない。 

（１）４月分から６月分まで    ６月 

（２）７月分から９月分まで    ９月 

（３）１０月分から１２月分まで １２月 

（４）１月分から３月分まで    ３月 

 

（事業完了届及び実績報告） 

第９条 補助金の交付を受けた法人は，当該補助金交付年度の最終の借入償還後に，藤沢市

法人立保育所特別経常費補助金事業完了届兼事業実績報告書（第５号様式）に次に掲げ

る関係書類を添付し，当該年度末までに市長に提出しなければならない。 

（１）収支決算書（第６号様式） 

（２）借入償還金を返済したことを証する書類 

２ 補助金の交付を受けた法人は，最終の借入償還後，借入先が発行した償還終了を証する

書類の写しを市長に提出しなければならない。 

 

 



（書類の整備） 

第１０条 補助金の交付を受けた法人は，当該支出及び収入に係る証拠書類を整備するとと

もに，当該補助の終了後５年間保管しておかなければならない。 

 

（交付決定の取り消し） 

第１１条 市長は，補助金の交付を受けた法人が，次の各号のいずれかに該当すると認める

場合は，補助金の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）この要綱の規定に違反した場合。 

（２）書類の記載事項について事実と相違した場合。 

（３）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合。 

（４）第１３条の規定による報告又は調査を拒否し，又は指示に従わない場合。 

 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は，前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において，取消し

に係る部分について，既に補助金が交付されている場合は，期限を定めてその返還を命

ずるものとする。 

 

（調査等） 

第１３条 市長は，補助金の交付を受けた法人に対して，必要があると認める場合は，執行

状況等の報告を求め，又は職員を保育施設に立ち入らせ，執行状況等に係る帳簿書類そ

の他の物件を調査させ，若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 市長は，前項の報告又は実地調査に基づき必要がある場合は，適切な指示を行うものと

する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は，令和８年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加え，その結果

について必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年３月３１日改正） 

（施行期日） 

 この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 


